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子ども・子育て新制度での施設利用と認定

子ども・子育て新制度では、保育園等の利用にあたって、認定を受けたうえで、
施設に対してサービス提供の対価として国の税金を充てることとなりました。

幼稚園等を希望する子ども・・・１号認定

保育所等を希望する満３歳以上の子ども・・・２号認定

保育所等を希望する満３歳未満の子ども・・・３号認定

※ 上記の２号及び３号認定を受ける場合、現行の保育に欠ける事由に変わ
り、新たに保育の必要性の事由で判断。１号認定は希望のみで認定可能。
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「保育の必要性の認定」とは

家庭における保育が困難で、保育園等での保育を希望する場合、市町村
は保育の必要性の事由により、２号又は３号の認定を行い、保護者の就
労の実態に応じて「保育の必要量」を決定する。

保育の必要量とは、２号・３号の認定にあたり、施設を利用可能な原則時
間を定めるもの。現行の保育所の原則保育時間８時間を基本とし、２つの
区分に分かれている。

保育標準時間・・・原則保育時間+３時間
保育短時間・・・原則保育時間
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子ども・子育て新制度における保育を必要とする事由の変化
現行（改正前児童福祉法２４条に基づく市条例）

保育に欠ける事由

○以下のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該
児童を保育することができないと認められるとき

①居宅外で労働することを状態としていること

②居宅内で当該児童と離れて日常家事以外の労働をすることを常
態としていること

③妊娠中であるか、又は出産後間もないこと

④疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有
していること

⑤長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害
を有する同居の親族を常時介護していること

⑥震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること

⑦前各号に類する状態として認められるもの

新制度（子ども・子育て支援法施行規則第１条）

保育の必要性の事由

○以下のいずれかの事由に該当すること

①一月において４８時間から６４時間までの範囲内で市町村が定める時間以
上労働することを常態とすること

②妊娠中であるか、又は出産後間もないこと

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているこ
と

④同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む）を常時介護又は看護して
いること

⑤震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること

⑥求職活動（起業準備含む）を継続的に行っていること

⑦学校教育法第１条に規定する学校等に在学していること（職業訓練学校等
における職業訓練含む）

⑧虐待やＤＶのおそれがあること

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
であること

⑩前各号に類する状態として認められるもの
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山県市の就学前児童を持つ保護者の就労状況
○父親

フルタイム就労・・・８５．６％

○母親

フルタイム就労・・・１８．９％

パート・アルバイト等での就労・・・４５．２％

〈山県市子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書より〉

※母親のパート・アルバイトの就労形態

①１日あたりの就労時間〈山県市子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書より〉

４～５時間・・・７１．７％

６～７時間・・・２０％

②１週あたりの就労日数〈山県市子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査報告書より〉

５日・・・４３．３％

４日・・・３６．７％

山県市におけるパート・アルバイトでの就労形態は、一月において６４時間以上の就労が８割を占めている
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山県市が定める時間について

平成２７年３月以前に入所する要件
○家庭外労働

・常勤・・・毎日昼間４時間以上

・非常勤・・・１日昼間４時間以上、月１６日以上

・自営業・・・ １日昼間４時間以上、月２０日以上

○家庭内労働

・自営業・・・ １日昼間４時間以上、月２０日以上

・内職・・・ １日昼間４時間以上、月１６日以上

平成２７年４月以降に入所する要件

月６４時間以上の日常的な家事
を除く仕事

※６４時間に満たない就労時間の方について
は、一時保育で対応していく
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市による利用調整について

利用調整とは、１つの保育所にお
いて、定員を上回る利用申し込み
があった場合、利用者の優先利
用の事由を考慮し、当該施設に
受け入れ可能な方と、別施設へ
の入所を斡旋する方を調整する
こと。

利用調整は市が実施する。

Ａ保育所定員100人

Ｂ保育所定員50人

Ａ保育所を第１、Ｂ保
育所を第２希望

利用者

Ａ保育所において、定員を上回った場合、
優先利用の事由を考慮した利用調整の結
果、Ｂ保育所への入所を斡旋

市
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優先利用の事由について
○利用調整にあたっては、保育の必要性の事由に加えて、下記の事由を
考慮する。

１．ひとり親家庭

２．生活保護世帯

３．生計中心者の失業により、就労の必要性が高い

４．虐待やＤＶのおそれがある場合などの、社会的養護が必要

５．子どもが障害を有する

６．育児休業明け

７．兄弟姉妹が、同一の保育所等の利用を希望する

８．小規模保育事業などの卒園児童

９．その他
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